
由 仁 町 空 き 店 舗 等
活用促進事業補助金

由仁町市街地での店舗・事務所の開設を支援します！

市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、市街地で店舗や事務所を開設する
事業者等の方を対象に、開設にかかる費用の一部を補助します。

補助上限額・補助率

「店舗等を改修」する場合「店舗等を新築」する場合

300万円

補助率1/2以内

200万円

補助率1/2以内

①令和９年３月31日（水）までに事業を完了できる方（支払いまで完了）
②町が指定する補助対象区域内で店舗・事務所を新たに開設し、事業をはじめる方
③１週間あたり概ね４日以上かつ年間240日以上の営業を行う方
④５年以上、事業を継続する意思のある方
⑤個人事業者である場合、由仁町に住民登録を有し現に居住している、若しくはそ
の見込みがある方

⑥新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受ける方
⑦事務所新設の場合、従業員が３人以上であること。

補助対象者

①事業用地・建物購入費
店舗・事務所として使用するための用地、建物の購入費用

②店舗等の改修・建築費
店舗・事務所として使用するための改修・建築費用

③備品購入費
店舗・事務所で使用する備品の購入費用

④広告宣伝費
店舗・事務所の開設、商品・サービスのＰＲ、誘客につな
げるための広告宣伝費用

※補助対象とならない経費もありますので、お問い合わせく
ださい。

◆補助金の申請をお考えの方は、
必ず事前に産業振興課まで、
ご相談ください！

◆申請書類の提出にあたっては、
事前に由仁町商工会（経営指
導員）、由仁等建設水道課、
南空知消防組合由仁支署に相
談のうえ申請書類を作成して
ください！

令和８年度

以下のいずれにも該当する必要があります。

補助対象経費

申請期限

令和８年９月30日（水）

※予算に達し次第、申請受付
を終了します。



申請から補助金交付までの流れ

＜申込み・問い合わせ先＞
由仁町役場 産業振興課由仁のもの事業担当
〒069-1292
北海道夕張郡由仁町新光200番地
TEL：0123－83－2114
MAIL：sangyo-shinko@town.yuni.lg.jp

詳細は、こちらか
らご確認ください。
申請に必要な様式
もダウンロードで
きます。

補助対象地域

由仁地区 三川地区

川端地区

ＪＲ川端駅

申請者

事前相談
申請者

交付申請
由仁町

交付決定
申請者

実績報告
由仁町

補助金額
確定

現地確認

由仁町

補助金交付

２～３週間程
度で振込

商工会
金融機関

※事業に着手する前に申請書の提出が必要です。

由仁町ホームページ
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